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1

法
律
等
を
読
み
解
く
う
え
で
必
要
な
基
礎
知
識

１
．
法
体
系
と
各
法
令
の
位
置
付
け

　

日
本
の
法
体
系
は
、
憲
法
を
頂
点
と
し
た
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
で
制
定
さ
れ
て

い
ま
す
。

○
憲
法
・
法
令

憲　

法　
　

�

国
で
一
番
強
い
規
範
で
す
。
日
本
国
憲
法
で
は「
国
の
最
高
法
規
」

と
定
義
さ
れ
て
お
り
、
国
内
の
す
べ
て
の
法
令
は
憲
法
に
違
反
で

き
ま
せ
ん
。

条　

約　
　

�

国
家
ま
た
は
国
際
組
織
の
間
で
締
結
さ
れ
る
国
際
的
な
合
意
の
こ

と
を
い
い
ま
す
。条
約
は
も
と
も
と
、国
際
法
の
法
形
式
で
す
が
、公

布
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
内
法
と
し
て
の
効
力
が
発
生
し
ま
す
。

法　

律　
　

�

憲
法
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
国
会
の
議
決
を
経
て
制
定
さ
れ
る

国
の
規
範
で
す
。
社
会
福
祉
法
や
児
童
福
祉
法
な
ど
が
こ
れ
に
あ

た
り
ま
す
。

図 １　法の階層関係

運営に関する基準　など
児童福祉施設の設備及び

条例

子どもの権利条約

法律

１１条　基本的人権の尊重

児童福祉法施行令　など

児童福祉法　など

政令

省令

２５条　生存権　など

条約

憲法

自治体での子ども権利条例　など
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命　

令　
　

�

行
政
機
関
が
制
定
す
る
規
範
で
す
。
内
閣
が
制
定
す
る
「
政
令
」
や
、各
省
の
大
臣
が
制
定
す
る
「
省
令
」

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

政　

令　
�

内
閣
が
制
定
す
る
命
令
で
す
。
法
律
か
ら
委
任
を
受
け
て
、
法
律
で
は
定
め
て
い
な
い
細
部
を
補
う
事
項

を
定
め
て
い
ま
す
。
法
律
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
の
「
執
行
命
令
」
と
法
律
の
委
任
に
基
づ
い
て
制
定

さ
れ
る
「
委
任
命
令
」
が
あ
り
ま
す
（
児
童
福
祉
法
施
行
令
な
ど
）。

　

省　

令　

�

各
省
の
大
臣
が
制
定
す
る
命
令
で
す
。
法
律
や
政
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
法
律
や
政
令
で
規
定
し
て
い

な
い
細
部
の
事
項
を
定
め
て
い
ま
す
（
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
、
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
な
ど
）。

条　

例　
　

�

地
方
自
治
体
が
定
め
る
地
方
の
規
範
で
す
。
政
令
な
ど
と
同
様
に
、
法
律
の
範
囲
内
で
し
か
決
め
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。

○
法
令
で
は
な
い
も
の

通　

知　
　

�

一
般
的
に
、
特
定
人
ま
た
は
不
特
定
多
数
の
人
に
対
し
て
特
定
の
事
項
を
知
ら
せ
る
行
為
と
説
明
さ
れ
て

い
ま
す
。
一
例
と
し
て
、
国
の
行
政
機
関
の
局
長
か
ら
、
都
道
府
県
知
事
や
政
令
指
定
都
市
市
長
へ
あ
て

て
出
さ
れ
る
も
の
等
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
内
容
は
、
法
令
の
解
釈
、
運
用
や
行
政
執
行
の
方
針
な
ど
を
示

し
た
も
の
が
多
い
で
す
（
児
童
相
談
所
運
営
指
針
に
つ
い
て
、
夜
間
保
育
所
の
設
置
認
可
等
に
つ
い
て
な

ど
）。

　

告　

示　

�

通
知
な
ど
の
内
容
を
国
民
に
知
ら
し
め
る
必
要
が
あ
る
場
合
「
告
示
」
と
し
て
、「
官
報
」
に
掲
載
さ
れ
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ま
す
。
た
だ
し
、
法
律
に
告
示
の
根
拠
が
あ
る
場
合
に
は
、
政
省
令
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
も
あ

る
の
で
注
意
が
必
要
で
す
（
保
育
所
保
育
指
針
な
ど
）。

　

こ
れ
ら
は
、
行
政
機
関
等
や
国
民
に
「
お
知
ら
せ
」
と
し
て
伝
え
る
も
の
で
、
法
令
と
は
区
別
さ
れ
て
い
ま
す
。
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２
．
法
令
の
条
文
構
造

○
本
則
と
附
則

　

法
令
の
本
体
の
規
定
を
「
本
則
」
と
い
い
ま
す
。

　

本
則
は
「
条
」
を
基
本
単
位
と
し
て
構
成
さ
れ
ま
す
が
、
児
童
福
祉
法
な
ど
条
数
が
多
い
法
令
で
は
、
本
則
を
内
容

ご
と
に
整
理
す
る
た
め
、「
編
」「
章
」「
節
」「
款か
ん

」「
目も

く

」
な
ど
に
分
け
ら
れ
ま
す
（
図
2
参
照
）。
た
だ
し
、
必
ず
し

も
こ
の
す
べ
て
が
使
わ
れ
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
児
童
福
祉
法
で
は
、
章
、
節
、
款
、
目
が
用
い
ら
れ
た
構

成
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
で
は
、
章
、
節
で
の
構
成
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

本
則
の
後
ろ
に
置
か
れ
る
も
の
を
「
附
則
」
と
い
い
ま
す
。

　

附
則
に
は
、
当
該
法
令
の
施
行
期
日
（
法
令
が
効
力
を
持
つ
日
）、
こ
の
法
令
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
必
要
と
な
る

関
係
法
令
の
改
正
、
経
過
措
置
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
（
図
3
参
照
）。

○
見
出
し

　

「
見
出
し
」
は
そ
の
条
文
の
内
容
を
簡
潔
に
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
こ
こ
に
目
を
通
す
こ
と
で
、
条
文
の
内
容
を
大

ま
か
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

何
条
か
に
わ
た
っ
て
共
通
し
た
事
項
に
つ
い
て
の
規
定
が
続
く
場
合
に
は
、「
共
通
見
出
し
」
と
し
て
、
は
じ
め
の

条
文
に
の
み
見
出
し
が
つ
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
（
図
4
参
照
）。
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出典：土井真一監　品川皓亮『日本一やさしい条文・判例の教科書』
　　　日本実業出版社　2015年　p.53

図 ２　本則の構成

第１編 第１章 第１節 第１款 第１目

第２目

第３目
第２款

第３款

第２節

第３節
第２章

第３章

第２編

第３編

本則

編 章 節 款 目

図 ３　紙面上での本則と附則の構成

附則 本則

子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
推
進
に
関
す
る

法
律�

平
二
五
・
六
・
二
六

法

律

六

四

　
　
　

第
一
章　

総
則

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
法
律
は
、
子
ど
も
の
将
来
が
そ
の
生
ま
れ

育
っ
た
環
境
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、

貧
困
の
状
況
に
あ
る
子
ど
も
が
健
や
か
に
育
成
さ
れ
る

環
境
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
教
育
の
機
会
均
等
を
図

る
た
め
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
し
、
基
本
理
念
を

定
め
、
国
等
の
責
務
を
明
ら
か
に
し
、
及
び
子
ど
も
の

貧
困
対
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、

子
ど
も
の
貧
困
対
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

（
基
本
理
念
）

第
二
条　

子
ど
も
の
貧
困
対
策
は
、
子
ど
も
等
に
対
す
る

教
育
の
支
援
、
生
活
の
支
援
、
就
労
の
支
援
、
経
済
的

支
援
等
の
施
策
を
、
子
ど
も
の
将
来
が
そ
の
生
ま
れ
育

�

て
処
理
す
る
。

５　

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
議
の
組
織
及
び

運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。
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○
条
・
項
・
号

　

条
文
で
は
、「
第
○
条
第
△
項
第
□
号
」
と
い
う
よ
う
に
、
文
章
を
「
条
」「
項
」「
号
」
の
よ
う
に
分
け
て
い
ま
す
。

法
令
の
最
も
基
本
的
な
単
位
は
条
で
す
。
条
を
さ
ら
に
細
か
く
分
け
る
と
き
は
、
原
則
と
し
て
項
を
使
い
ま
す
。
条
や

項
を
さ
ら
に
細
分
化
し
て
列
記
す
る
と
き
は
、
号
を
用
い
ま
す
。
項
は
基
本
的
に
、
第
１
項
以
外
は
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で

「
項
番
号
」
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
号
は
漢
数
字
で
「
号
番
号
」
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

号
の
項
目
が
さ
ら
に
細
分
化
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、「
イ
」「
ロ
」「
ハ
」
が
用
い
ら
れ
、
こ
れ
ら
が
さ
ら
に
細
分
化

さ
れ
て
い
る
場
合
は
「
⑴
」「
⑵
」「
⑶
」
が
用
い
ら
れ
ま
す
。

　

法
令
の
中
で
は
、
原
文
に
見
出
し
や
項
番
号
が
付
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
、
便
宜
上
、
当
社

の
小
六
法
で
は
見
出
し
を
〔　

〕
で
、
項
番
号
は
②
③
…
で
示
し
て
い
ま
す
。

○
前
段
・
後
段
・
た
だ
し
書

　

条
文
の
中
で
文
章
が
「
。」
で
２
つ
に
区
切
ら
れ
て
い
る
場
合
、
最
初
の
文
を
「
前
段
」、
後
の
文
を
「
後
段
」
と
い

い
ま
す
（
３
つ
の
条
文
か
ら
構
成
さ
れ
る
場
合
に
は
順
に
前
段
、
中
段
、
後
段
と
い
う
）。
特
に
後
の
文
が
「
た
だ
し
」

で
始
ま
る
場
合
、
最
初
の
文
を
「
本
文
」、
あ
と
の
文
を
「
た
だ
し
書が
き

」
と
い
い
ま
す
。
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図 4　紙面上での法の条文構造

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
社
会
福
祉
事
業
」
と
は
、

第
一
種
社
会
福
祉
事
業
及
び
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
を
い

う
。

２　

次
に
掲
げ
る
事
業
を
第
一
種
社
会
福
祉
事
業
と
す
る
。

一　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四

号
）
に
規
定
す
る
救
護
施
設
、
更
生
施
設
そ
の
他
生
計

困
難
者
を
無
料
又
は
低
額
な
料
金
で
入
所
さ
せ
て
生
活

の
扶
助
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
を
経
営
す
る

事
業
及
び
生
計
困
難
者
に
対
し
て
助
葬
を
行
う
事
業

二　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四

号
）
に
規
定
す
る
乳
児
院
、
母
子
生
活
支
援
施
設
、
児

童
養
護
施
設
、
障
害
児
入
所
施
設
、
情
緒
障
害
児
短
期

治
療
施
設
又
は
児
童
自
立
支
援
施
設
を
経
営
す
る
事
業

第
四
五
条
の
一
九　

会
計
監
査
人
は
、
次
節
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
社
会
福
祉
法
人
の
計
算
書
類
及
び
そ
の
附
属

明
細
書
を
監
査
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
会
計
監
査

人
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
会
計

監
査
報
告
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
組
織
）

第
一
五
条　

福
祉
に
関
す
る
事
務
所
に
は
、
長
及
び
少
な
く

と
も
次
の
所
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

所
の
長
が
、
そ
の
職
務
の
遂
行
に
支
障
が
な
い
場
合
に
お

い
て
、
自
ら
現
業
事
務
の
指
導
監
督
を
行
う
と
き
は
、
第

一
号
の
所
員
を
置
く
こ
と
を
要
し
な
い
。

項 条

本文ただし書 前段後段

見
出
し

号
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３
．
法
令
独
特
の
表
現

　

こ
こ
で
は
日
常
で
使
用
す
る
文
言
と
は
異
な
る
、
法
令
独
特
の
表
現
に
つ
い
て
代
表
的
な
も
の
を
取
り
上
げ
ま
す
。

○
「
公
布
」「
施
行
」

　

「
公
布
」
と
は
法
令
を
一
般
に
周
知
す
る
目
的
で
、
国
民
に
知
ら
し
め
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
官
報

に
法
令
が
掲
載
さ
れ
る
こ
と
で
「
公
布
」
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
日
本
国
憲
法
第
７
条
で
は
、
天
皇
の
国
事
行

為
と
し
て
「
憲
法
改
正
、
法
律
、
政
令
及
び
条
約
を
公
布
す
る
こ
と
」
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
省
令
以
下
の
法
令

の
場
合
は
、
そ
の
法
令
の
制
定
権
の
あ
る
者
、
例
え
ば
厚
生
労
働
省
令
の
場
合
は
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
り
行
わ
れ
て
い

ま
す
。

　

「
施
行
」
と
は
、
制
定
さ
れ
た
法
令
の
効
力
が
現
実
的
に
発
動
し
、
作
用
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　

公
布
さ
れ
た
法
令
が
具
体
的
に
施
行
さ
れ
る
日
は
、
通
常
そ
の
法
令
の
附
則
の
冒
頭
に
、
施
行
期
日
に
関
す
る
規
定

を
置
く
こ
と
で
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
は
「
公
布
の
日
」
に
施
行
さ
れ
る
も
の
と
、
公
布
の
日
以
降
に
施
行
さ

れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
後
者
に
つ
い
て
は
「
平
成
○
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
」
と
い
っ
た
具
体
的
な
日
に
ち
が

定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
や
、「
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
○
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
」
と
い
っ
た
公
布
の
日
か
ら
一

定
期
間
後
に
施
行
す
る
も
の
、「
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
○
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
」

と
い
っ
た
執
行
機
関
に
委
任
す
る
も
の
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
公
布
は
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
施
行
期
日
が

来
て
い
な
い
場
合
の
法
令
は
「
未
施
行
」
と
し
て
扱
わ
れ
ま
す
。
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○
「
推
定
す
る
」

　

法
令
を
取
り
扱
う
上
で
、
事
実
は
こ
う
だ
と
一
応
決
め
て
お
く
が
、
事
実
と
異
な
っ
て
い
る
証
拠
が
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
推
定
を
覆
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
民
法

（
嫡
出
の
推
定
）

第
七
七
二
条　

妻
が
婚
姻
中
に
懐
胎
し
た
子
は
、
夫
の
子
と
推
定
す
る
。

○
「
み
な
す
」

　

本
来
性
質
が
異
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
法
令
の
中
で
は
同
一
視
す
る
場
合
に
使
わ
れ
ま
す
。
こ
の
場
合
に
は
証
拠

を
あ
げ
て
そ
れ
を
覆
す
こ
と
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

○
民
法

（
婚
姻
に
よ
る
成
年
擬
制
）

第
七
五
三
条　

未
成
年
者
が
婚
姻
を
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
成
年
に
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。
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○
「
準
用
す
る
」

　

あ
る
事
項
に
関
す
る
規
定
を
、
類
似
す
る
他
の
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
修
正
を
加
え
て
借
用
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ

ま
す
。○

社
会
福
祉
法

（
役
員
の
欠
員
補
充
）

第
四
五
条
の
七　

理
事
の
う
ち
、
定
款
で
定
め
た
理
事
の
員
数
の
三
分
の
一
を
超
え
る
者
が
欠
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な

く
こ
れ
を
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
規
定
は
、
監
事
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

○
「
適
用
す
る
」

　

あ
る
事
柄
に
関
す
る
規
定
を
、
そ
の
ま
ま
あ
て
は
め
る
場
合
に
用
い
ら
れ
ま
す
。

○
社
会
福
祉
法

第
一
三
〇
条
の
四　

第
百
三
十
条
の
二
及
び
前
条
第
一
項
の
罪
は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
罪
を
犯
し
た
者
に

も
適
用
す
る
。
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○
「
以
上
」「
超
え
る
」「
以
下
」「
未
満
」

　

こ
れ
ら
は
、次
の
例
の
よ
う
に
基
準
の
数
量
を
含
む
か
含
ま
な
い
か
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
基
準
を
含
む
場
合
は「
以

上
」「
以
下
」
が
用
い
ら
れ
、
含
ま
な
い
場
合
は
「
超
え
る
」「
未
満
」
が
用
い
ら
れ
ま
す
。

　

（
例
）
30
人
以
上　
　
　

30
人
を
含
む
（
30
人
か
ら
）

　
　
　
　

30
人
を
超
え
る　

30
人
を
含
ま
な
い
（
31
人
か
ら
）

　
　
　
　

30
人
以
下　
　
　

30
人
を
含
む
（
30
人
ま
で
）

　
　
　
　

30
人
未
満　
　
　

30
人
を
含
ま
な
い
（
29
人
ま
で
）

○
「
以
前
」「
前
」「
以
後
」「
後
」

　

こ
れ
ら
は
、
時
間
的
な
前
後
関
係
を
示
す
と
き
に
用
い
ら
れ
ま
す
。「
以
上
」
や
「
未
満
」
と
同
様
に
、
基
準
を
含

む
か
、
含
ま
な
い
か
と
い
う
違
い
が
あ
り
ま
す
。

　

（
例
）
30
日
以
前　

30
日
を
含
む

　
　
　
　

30
日
前　
　

30
日
を
含
ま
な
い

　
　
　
　

30
日
以
後　

30
日
を
含
む

　
　
　
　

30
日
後　
　

30
日
を
含
ま
な
い
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○
児
童
福
祉
法

第
二
四
条
の
三

⑤　

前
項
の
期
間
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

○
介
護
保
険
法

（
定
義
）

第
七
条

３　

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
要
介
護
者
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。

　

一�　

要
介
護
状
態
に
あ
る
六
十
五
歳
以
上
の
者

　

二�　

要
介
護
状
態
に
あ
る
四
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
者
（
略
）

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

第
一
〇
九
条　

市
町
村
審
査
会
、
都
道
府
県
審
査
会
若
し
く
は
不
服
審
査
会
の
委
員
又
は
こ
れ
ら
の
委
員
で
あ
っ
た
者

が
、
正
当
な
理
由
な
し
に
、
職
務
上
知
り
得
た
自
立
支
援
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
を
行
っ
た
者
の
業
務
上
の
秘
密
又

は
個
人
の
秘
密
を
漏
ら
し
た
と
き
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
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他
に
も
、
期
間
の
基
準
を
示
す
用
語
と
し
て
「
か
ら
」
と
「
か
ら
起
算
し
て
」
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
使
い
分

け
は
、
次
の
例
の
通
り
で
す
。

○
「
か
ら
」

　

（
例
）
翌
日
か
ら
２
年　

翌
日
を
含
ま
な
い
２
年
の
間
（
初
日
を
含
ま
ず
）

○
「
か
ら
起
算
し
て
」

　

（
例
）
翌
日
か
ら
起
算
し
て
２
年　

翌
日
を
含
ん
だ
２
年
の
間
（
初
日
を
含
む
）

○
児
童
福
祉
法

第
三
四
条
の
八　

市
町
村
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

③　

国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
以
外
の
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
変

更
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
、
そ
の
旨
を
市
町
村
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
八
条
の
五　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
保
育
士
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

二�　

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算

し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者
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○
「
者
」

　
　

法
律
上
の
人
格
を
有
す
る
も
の
（
自
然
人
や
法
人
）
を
指
す
場
合
に
用
い
ら
れ
ま
す
。

○
「
物
」

　
　

形
あ
る
も
の
や
物
件
等
を
指
す
場
合
に
用
い
ら
れ
ま
す
。
形
の
な
い
も
の
は
含
み
ま
せ
ん
。

○
「
も
の
」

　
　

「
者
」
や
「
物
」
以
外
の
も
の
を
指
す
場
合
に
用
い
ら
れ
ま
す
。

○
児
童
福
祉
法

第
一
八
条
の
四　

こ
の
法
律
で
、
保
育
士
と
は
、
第
十
八
条
の
十
八
第
一
項
の
登
録
を
受
け
、
保
育
士
の
名
称
を
用
い

て
、
専
門
的
知
識
及
び
技
術
を
も
つ
て
、
児
童
の
保
育
及
び
児
童
の
保
護
者
に
対
す
る
保
育
に
関
す
る
指
導
を
行
う

こ
と
を
業
と
す
る
者
を
い
う
。

第
三
三
条
の
二
の
二　

児
童
相
談
所
長
は
、
一
時
保
護
が
行
わ
れ
た
児
童
の
所
持
す
る
物
で
あ
つ
て
、
一
時
保
護
中
本

人
に
所
持
さ
せ
る
こ
と
が
児
童
の
福
祉
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
を
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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○
「
場
合
」

　
　

仮
定
条
件
を
表
し
ま
す
。

○
「
と
き
」

　

�　

仮
定
条
件
を
表
し
ま
す
。
た
だ
し
、「
と
き
」
と
「
場
合
」
が
二
重
の
条
件
と
な
る
際
は
、
大
前
提
が
「
場
合
」

と
な
り
、
そ
の
条
件
下
で
、
さ
ら
に
条
件
を
加
え
る
際
は
「
と
き
」
が
使
用
さ
れ
ま
す
。

○
「
時
」

　
　

あ
る
特
定
の
時
点
・
時
間
を
表
し
ま
す
（
仮
定
条
件
に
は
使
用
し
な
い
）。

○
介
護
保
険
法

（
損
害
賠
償
請
求
権
）

第
二
一
条　

市
町
村
は
、
給
付
事
由
が
第
三
者
の
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
保
険
給
付
を
行
っ
た
と
き

は
、そ
の
給
付
の
価
額
の
限
度
に
お
い
て
、被
保
険
者
が
第
三
者
に
対
し
て
有
す
る
損
害
賠
償
の
請
求
権
を
取
得
す
る
。

第
七
二
条　

介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
に
つ
い
て
、
第
九
十
四
条
第
一
項
又
は
第
百
七
条
第
一
項
の
許
可

が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
許
可
の
時
に
、
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
の
開
設
者
に
つ
い
て
、
当
該

介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
に
よ
り
行
わ
れ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
短
期
入
所
療
養
介
護
そ
の
他
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
に
限
る
。）
に
係
る
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み

な
す
。（
略
）
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○
「
又
は
」「
若
し
く
は
」

　

「
又
は
」「
若
し
く
は
」
は
ど
ち
ら
も
英
語
で
い
え
ば
「
ｏ
ｒ
」
に
あ
た
る
接
続
詞
に
な
り
ま
す
。
単
純
に
、
語
句
を

選
択
し
て
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
は
「
Ａ
又
は
Ｂ
」「
Ａ
、Ｂ
又
は
Ｃ
」
と
い
う
よ
う
に
「
又
は
」
が
使
わ
れ
ま
す
。

　

「
若
し
く
は
」
が
活
用
さ
れ
る
場
合
は
、
選
択
を
さ
ら
に
細
分
化
し
て
結
び
付
け
ら
れ
る
場
合
に
使
わ
れ
ま
す
。

　

（
例
１
）
リ
ン
ゴ
又
は
ミ
カ
ン　
　
　
　
　
　
　
　

�

｛
リ
ン
ゴ
｝
ｏ
ｒ
｛
ミ
カ
ン
｝、リ
ン
ゴ
と
ミ
カ
ン
は
そ
れ
ぞ
れ

同
じ
段
階
で
語
句
を
選
択
し
て
結
び
付
け
ら
れ
る

　

（
例
２
）
リ
ン
ゴ
若
し
く
は
ミ
カ
ン
又
は
ゴ
ボ
ウ　

�

｛（
リ
ン
ゴ
）
ｏ
ｒ
（
ミ
カ
ン
）｝
ｏ
ｒ
｛
ゴ
ボ
ウ
｝、
リ
ン
ゴ

と
ミ
カ
ン
は
同
じ
段
階
で
語
句
を
選
択
し
て
結
び
付
け
ら
れ
、

リ
ン
ゴ
、
ミ
カ
ン
の
グ
ル
ー
プ
と
ゴ
ボ
ウ
が
同
じ
段
階
で
選
択

し
て
結
び
付
け
ら
れ
る

図 5

Ａ又はＢ

リンゴ ミカン

又は

Ａ若しくはＢ又はＣ

リンゴ ミカン ゴボウ

又は

若しくは

※「又は」は常に一番大きな接続
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○
社
会
福
祉
法

（
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
基
本
的
理
念
）

第
三
条　

福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
、
個
人
の
尊
厳
の
保
持
を
旨
と
し
、
そ
の
内
容
は
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
が
心
身
と

も
に
健
や
か
に
育
成
さ
れ
、
又
は
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
支

援
す
る
も
の
と
し
て
、
良
質
か
つ
適
切
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
員
）

第
八
条　

地
方
社
会
福
祉
審
議
会
の
委
員
は
、
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
若
し
く
は
中
核
市
の
議
会
の
議
員
、
社
会
福

祉
事
業
に
従
事
す
る
者
及
び
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
若
し
く
は
中
核
市

の
長
が
任
命
す
る
。
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○
「
及
び
」「
並
び
に
」

　

「
及
び
」
と
「
並
び
に
」
は
、ど
ち
ら
も
英
語
で
い
え
ば
「
ａ
ｎ
ｄ
」
に
あ
た
る
接
続
詞
に
な
り
ま
す
。
単
純
に
語
句
を

並
列
し
て
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
は
「
Ａ
及
び
Ｂ
」「
Ａ
、
Ｂ
及
び
Ｃ
」
と
い
う
よ
う
に
「
及
び
」
が
使
わ
れ
ま
す
。

　

「
並
び
に
」
が
活
用
さ
れ
る
場
合
は
、
並
列
を
さ
ら
に
細
分
化
し
て
結
び
付
け
ら
れ
る
場
合
に
使
わ
れ
ま
す
。

　

（
例
１
）
リ
ン
ゴ
及
び
ミ
カ
ン　
　
　
　
　
　
　

�

｛
リ
ン
ゴ
｝
ａ
ｎ
ｄ
｛
ミ
カ
ン
｝、リ
ン
ゴ
と
ミ
カ
ン
は
そ
れ
ぞ
れ

同
じ
段
階
で
語
句
を
並
列
し
て
結
び
付
け
ら
れ
る

　

（
例
２
）
リ
ン
ゴ
及
び
ミ
カ
ン
並
び
に
ゴ
ボ
ウ　

�

｛（
リ
ン
ゴ
）
ａ
ｎ
ｄ
（
ミ
カ
ン
）｝
ａ
ｎ
ｄ
｛
ゴ
ボ
ウ
｝、
リ
ン

ゴ
と
ミ
カ
ン
は
同
じ
段
階
で
語
句
を
並
列
し
て
結
び
付
け
ら
れ
、

リ
ン
ゴ
、
ミ
カ
ン
の
グ
ル
ー
プ
と
ゴ
ボ
ウ
が
同
じ
段
階
で
並
列
し

て
結
び
付
け
ら
れ
る

図 6

Ａ及びＢ

リンゴ ミカン

及び

Ａ及びＢ並びにＣ

リンゴ ミカン ゴボウ

並びに

及び

※「及び」は常に最小単位の接続
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○
社
会
福
祉
法

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
社
会
福
祉
事
業
」
と
は
、
第
一
種
社
会
福
祉
事
業
及
び
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
を
い

う
。

（
指
導
監
督
）

第
二
〇
条
　
都
道
府
県
知
事
並
び
に
指
定
都
市
及
び
中
核
市
の
長
は
、
こ
の
法
律
、
生
活
保
護
法
、
児
童
福
祉
法
、
母

子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
、
老
人
福
祉
法
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
及
び
知
的
障
害
者
福
祉
法
の
施
行
に
関
し

そ
れ
ぞ
れ
そ
の
所
部
の
職
員
の
行
う
事
務
に
つ
い
て
、
そ
の
指
導
監
督
を
行
う
た
め
に
必
要
な
計
画
を
樹
立
し
、
及

び
こ
れ
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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○
「
そ
の
他
の
」「
そ
の
他
」

　

「
そ
の
他
の
」
と
「
そ
の
他
」
は
一
文
字
違
い
で
す
が
、
使
い
分
け
が
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

「
リ
ン
ゴ
、
ミ
カ
ン
そ
の
他
の
く
だ
も
の
」
で
例
え
る
と
「
そ
の
他
の
」
の

前
に
出
て
く
る
用
語
は
、
後
に
出
て
く
る
用
語
に
含
ま
れ
た
関
係
（
そ
の
他
の

く
だ
も
の
の
中
に
リ
ン
ゴ
と
ミ
カ
ン
が
含
ま
れ
た
関
係
）
に
な
り
ま
す
。

　

「
リ
ン
ゴ
、
ミ
カ
ン
そ
の
他
く
だ
も
の
」
と
用
い
ら
れ
る
場
合
、
前
後
で
結

び
付
け
ら
れ
る
用
語
が
並
列
関
係
（「
リ
ン
ゴ
」
と
「
ミ
カ
ン
」
と
「
そ
の
他

く
だ
も
の
」
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
別
の
関
係
）
に
な
り
ま
す
。

○
児
童
福
祉
法

第
一
八
条
の
六　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
保
育
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
。

　

一�　

都
道
府
県
知
事
の
指
定
す
る
保
育
士
を
養
成
す
る
学
校
そ
の
他
の
施
設
（
以
下
「
指
定
保
育
士
養
成
施
設
」
と

い
う
。）
を
卒
業
し
た
者

第
一
八
条
の
一
八　

保
育
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
が
保
育
士
と
な
る
に
は
、
保
育
士
登
録
簿
に
、
氏
名
、
生
年
月

日
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・「その他」

その他
くだものミカンリンゴ

その他のくだもの

ミカンリンゴ

・「その他の」

図 ７
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